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1 件 名 

高 圧 ガス 設備 等定 期点 検 

 

2 目 的 及び 概要 

本 件 は 、 照 射 燃 料 集 合 体 試 験 施 設 （ FMF） の 高 圧 ガ ス 設 備 に つ い て 、 高 圧 ガ ス 保

安 法 第 35条の 2に 基づ き 定期 点検 を実 施す る 。 

 

3 作 業 実施 場所 

茨 城 県東 茨城 郡大 洗町 成 田町 4002番 地 

国 立 研究 開発 法人 日本 原 子力 研究 開発 機構  

大 洗 研究 所 高速 炉サ イ クル 研究 開発 セン タ ー 

燃 料 材料 開発 部 照射 燃 料集 合体 試験 施設  

 

4 納 期 

令 和 ７年 2月 2８日 

 

詳 細 な日 程に つい ては 、 原子 力機 構と 協議 し 決定 する もの とす る 。 

 

5 作 業 内容 

5.1 対象 設備 等 

(1)  高 圧 ガス 製造 設備 

名 称 仕 様 

貯 槽 

メ ー カ： ダイ ヤ冷 機工 業 ㈱  常 用圧 力： 0.93 MPa 

型 式  ： DTL-30      設 計温 度： -196 ℃ 

全 容 量： 34,070 ｍ 3      

加 圧 蒸発 器 
型 式 ：空 気加 温式     常 用圧 力： 0.93 MPa 

容 量 ： 10.23 ｍ 3     設 計温 度： -196 ℃ 

送 ガ ス蒸 発器 
型   式 ：ア ルミ ニウ ム フィ ン型 空気 加温 式 

送 ガ ス量 ： 354.3 ｍ 3/h 

高 圧 ガス 配管 貯 槽 受入 、液 取、 蒸発 器 出口 、計 器用 配管   

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 -

(2)  集 合 装置 

名 称 仕 様 

集 合 装置 

（ 既 設） 

ア ル ゴン (Ar)ガス ボンベ   2本 組 

ヘ リ ウム (He)ガ スボン ベ   2本 組 

水 素 (H2)ガス ボン ベ   10本組 

窒 素 (N2)カー ドル     30本組 

集 合 装置 

（ 増 設） 

水 素 (H2)ガス ボン ベ   12本組 

窒 素 (N2)カー ドル     30本組 

集 合 装置 配管 ア ル ゴン 、窒 素、 水素 、 窒素 カー ドル 、二 次 配管 

 

5.2 作業 範囲 及び 項目  

(1)  高 圧 ガス 設備 の定 期点 検  ・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・   一 式 

(2)  集 合 装置 の定 期点 検 ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・   一 式 

(3)  提 出 書類  ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・   一 式 

 

5.3 作業 内容 及び 方法 等 

(1)  高 圧 ガス 設備 及び 集合 装 置 

①  外 観 検査 

貯 槽 、バ ルブ 及び 配管 類 につ いて 、目 視に よ り以 下の 内容 を確 認 する 。 

・ 割 れ、 瑕、 腐食 、摩 耗 、変 形等 の有 無を 確 認す る。 

・ ア ンカ ーボ ルト の締 付 け状 態、 架台 の健 全 性を 確認 する 。 

・ 各 接続 箇所 の接 続状 態 を確 認す る。 

②  気 密 検査 

貯 槽 及び 配管 類に つい て 、常 用圧 力に より 漏 洩が ない こと を発 泡 液等 で確 認す る。  

③  肉 厚 測定 

超 音 波測 定器 によ り、 配 管の 肉厚 を測 定す る 。 

④  安 全 弁作 動試 験 

安 全 弁 に つ い て 、 吹 出 し 圧 力 及 び 吹 止 ま り 圧 力 が 設 定 値 通 り で あ る こ と を 確 認 す る 。 

な お 、設 定値 で作 動し な い場 合に は、 調整 を 行う こと 。 

⑤  圧 力 計及 び液 面計 の校 正 

圧 力 計 及 び 液 面 計 に つ い て 、 標 準 計 と 比 較 し 偏 差 値 が 許 容 値 以 内 で あ る こ と を 確

認 す る 。 な お 、 許 容 値 以 外 の 場 合 は 調 整 を 行 う こ と 。 ま た 、 標 準 計 は 、 計 量 法 に

基 づ く検 査に 合格 した も のを 使用 する こと 。 

⑥  電 源 設備 の点 検 

電 源 設備 につ いて 、以 下 の点 検を 行う 。 

・ 絶 縁抵 抗測 定を 行い 、 法定 基準 値以 上で あ るこ とを 確認 する 。 

・ 配 線の 損傷 、端 子の 緩 みの 有無 を目 視に よ り確 認す る。 

⑦  圧 力 発信 器の 機能 検査  
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圧 力 発 信 器 に つ い て 機 能 検 査 を 行 う 。 ま た 、 配 線 の 損 傷 、 端 子 の 緩 み の 有 無 を 目

視 に より 確認 する 。 

⑧  不 同 沈下 測定 

貯 槽 の不 同沈 下を 水面 法 によ り測 定す る。  

⑨  断 熱 性能 試験 （真 空度 測 定） 

貯 槽 の真 空度 を真 空計 に より 測定 する 。 

 

6 業 務 に必 要な 資格 及び 力 量 

(1)  現 場 責 任 者 等 教 育 修 了 者 の う ち か ら 現 場 責 任 者 を 選 任 す る こ と 。 現 場 責 任 者 等

教 育 の受 講が 必要 な場 合 は、 受講 希望 日の 2週 間前 まで に受 講申 請 を行 うこ と。 

(2)  公 的 資 格 を 必 要 と す る 作 業 に は 、 必 ず 有 資 格 者 を あ て る こ と 。 ま た 、 資 格 証 等

の 写 しを 作業 員名 簿に 添 付す るこ と。 

 

7 支 給 物品 及び 方法 等 

(1)  支 給 品 

・ 作 業用 電力 

・ 水 道水 

・ そ の他 協議 によ り決 定 した もの 

(2)  貸 与 品 

・ 協 議に より 決定 した も の 

 

 

8 提 出 書類 

№  図 書 名 提 出 時期 部 数 備 考 

1 作 業 着手 届 作 業 開始 2週間 前ま で 1  

2 作 業 安全 組織 ・責 任者 届 作 業 開始 2週間 前ま で 1 機 構 様式 

3 作 業 員名 簿 作 業 開始 2週間 前ま で 1 機 構 様式 

4 一 般 安全 チェ ック リス ト 作 業 開始 2週間 前ま で 1 機 構 様式 

5 SRAシ ー ト 作 業 開始 2週間 前ま で 1 機 構 様式 

6 工 程 表 作 業 開始 2週間 前ま で 1  

7 
作 業 要領 書 

（ 手 順書 、検 査要 領含 む ） 
作 業 開始 2週間 前ま で 1 

 

8 作 業 日報 作 業 終了 の都 度速 やか に 1  

9 作 業 報告 書 作 業 終了 後速 やか に 1  

10 実 績 工程 作 業 終了 後速 やか に 1  

（ 提 出場 所） 

 国 立研 究開 発法 人日 本 原子 力研 究開 発機 構 

大 洗 研究 所 高速 炉サ イ クル 研究 開発 セン タ ー 

燃 料 材料 開発 部 集合 体 試験 課 
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9 検 収 条件 

「 8 提 出書 類」 の確認 並 びに 、原 子力 機構 が 仕様 書の 定め る業 務 が実 施さ れた と

認 め た時 を以 て、 業務 完 了と する 。 

 

10 適 用 法規 ・規 程等 

(1)  労 働 安全 衛生 法及 び関 係 法令 

(2)  高 圧 ガス 保安 法 

(3)  日 本 産業 規格 （ JIS）及 び 関係 規格 

(4)  大 洗 研究 所安 全管 理仕 様 書 

(5)  大 洗 研究 所作 業の 安全 管 理要 領 

 

11 協 議 

(1)  詳 細 な 作 業 内 容 及 び 安 全 対 策 等 に つ い て は 、 事 前 に 原 子 力 機 構 と 打 合 せ を 行 い 、

決 定 する 。 

(2)  作 業 前 及 び 作 業 中 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 原 子 力 機 構 と の 打 合 せ に よ り 決 定 す

る 。 

 

12 点 検 作業 時に 発見 され た 不良 箇所 の処 置 

点 検 作 業 時 に 発 見 さ れ た 不 良 箇 所 に つ い て は 、 速 や か に 原 子 力 機 構 と 協 議 の 上 、

そ の 原因 を明 らか にし て 、再 発防 止及 び類 似 箇所 の未 然防 止対 策 を講 じる こと 。 

 

13 特 記 事項 

(1)  現 場 責任 者 

①  作 業 を行 う際 の安 全確 保 は、 受注 者の 責任 に おい て行 うこ と。 ま た、 機構 の定

め る 諸規 則、 関係 法規 マ ニュ アル 等を 遵守 し 、作 業体 制等 につ い ては 、「 作業

責 任 者認 定制 度運 用要 領 」に 従う こと とす る 。尚 、公 的資 格を 必 要と する 作業

に は 、必 ず有 資格 者を あ てる こと 。 

②  「 現 場責 任者 」及 び「 現 場分 任責 任者 」は 。 所定 の作 業責 任者 教 育を 修了 した

者 を 選任 する こと 。 

③  現 場 責任 者等 は、 作業 前 又は 作業 毎に 作業 員 全員 で TBM－ KY等 を 実施 し、 その

内 容 を「 KY実 施記 録又 は ボー ド」 に記 載し 、 安全 確保 に努 める こ と。 

(2)  管 理 区域 内作 業 

①  本 作 業は 管理 区域 での 作 業を 伴う ため 、管 理 区域 内で の作 業員 に つい ては 、放

射 線 業務 従事 者指 定を 行 うこ と。 

②  放 射 線業 務従 事者 指定 に 係る 、 a教育 は、受 注 者側 で実 施す るこ と 。 

③  作 業 にお ける 消耗 品を 含 む使 用機 材に つい て は、 貸与 物品 を除 き 受注 者側 で準

備 す るこ と。 また 、使 用 機材 の仮 置場 につ い ては 、原 子力 機構 の 指定 する 場所

と し 、防 火対 策を 施す こ と。 

④  受 注 者が 管理 区域 内に 持 ち込 んだ 工具 等は 、 原子 力機 構の 行う 汚 染検 査を 受け

て か ら持 ち出 すこ と。  
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⑤  立 入 りの 際は 、顔 写真 入 りの 身分 証明 書（ 運 転免 許証 、パ スポ ー ト等 の公 的身

分 証 明書 ）の 提示 が必 要 なた め、 作業 員全 員 、身 分証 明書 を携 帯 する こと 。 

(3)  試 験 検 査  

①  試 験 検査 用計 器に つい て は、 国家 標準 まで 辿 れる トレ ーサ ビリ テ ィ体 系に 基づ

き 校 正さ れた 、有 効期 間 内も のを 使用 する こ と。 この 際、 トレ ー サビ リテ ィ体

系 上 にあ る上 位計 器 -下 位 計器 の計 測精 度、 校 正有 効期 限等 の関 係 に齟 齬な いこ

と を 確認 する こと 。 

②  検 査 に使 用す る計 器の 名 称、 型式 、計 器校 正 の有 効期 限を 要領 書 に記 載し 、事

前 に 原子 力機 構の 確認 を 受け るこ と。 また 、 校正 証明 書類 （校 正 証明 書、 基準

器 検 査成 績書 、ト レー サ ビリ ティ 体系 図） を 添付 する こと 。 

③  点 検 作業 終了 後、 工程 毎 及び 総合 的な 試運 転 検査 等を 、原 子力 機 構の 立会 いの

も と に受 ける こと 。 

④  試 験 検査 は、 事前 に請 負 業者 が確 認し 、そ の 後、 原子 力機 構の 立 会検 査を 受け

る こ と。 なお 、検 査項 目 、手 順、 基準 値は 要 領書 に記 載す るこ と 。 

(4)  部 品 交 換  

①  交 換 部品 等は 、交 換前 に 原子 力機 構に よる 外 観、 員数 等の 確認 さ れた もの を使

用 す るこ と。 

②  交 換 した 部品 等の 名称 、 型式 、数 量、 製造 メ ーカ を報 告書 に記 載 する こと 。 

(5)  品 質 マネ ジメ ント 

①  調 達 物品 等（ 外部 から 調 達す る物 品又 は役 務 ）の 不適 合が 発生 し た場 合は 、以

下 の 項目 を含 めた 「受 注 者不 適合 発生 連絡 票 」に て報 告す るこ と 。 

(i) 不 適 合の 名称 

(ii)  発 生 年月 日 

(ii i)  発 生 場所 

(iv)  事 象 発生 時の 状況 

(v)  不 適 合の 内容 

(vi)  不 適 合の 処置 方法 及び 処 置結 果 

②  受 注 者は 、原 子力 機構 か らの 要求 があ った 場 合に は、 立入 調査 及 び監 査に 応じ

る こ と。 また 、そ の監 査 結果 によ り、 原子 力 機構 から の指 示に 基 づき 必要 な改

善 を おこ なう こと 。 

③  本 調 達に 係る 安全 文化 を 育成 し、 及び 維持 す るた め、 受注 者は 、 全作 業員 の安

全 意 識の 向上 に努 める と とも に、 安全 作業 の 習慣 化や 作業 規則 の 厳守 等に 対す

る 安 全教 育の 徹底 に努 め るこ と。 

④  本 仕 様書 にお いて 、受 注 者が 一部 を外 注す る 場合 、品 質に 関す る 要求 事項 が受

注 者 の外 注先 まで 確実 に 要求 、適 応さ れる こ と。 また 、下 請業 者 の作 業内 容を

把 握 し作 業の 質、 工程 管 理を はじ めと して 、 あら ゆる 点に おい て 下請 業者 を使

用 し た弊 害を 防止 する こ と。 

⑤  分 解 、組 立、 試験 検査 の 各段 階に おい て材 料 の選 定、 識別 、保 管 、機 器内 部へ

の 異 物混 入防 止等 の方 法 及び 必要 な対 策を 定 めて 適切 に管 理す る こと 。ま た、

系 統 の識 別の 方法 及び 必 要な 対策 を定 めて 適 切に 管理 する こと 。 
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(6)  火 気 、可 燃性 溶剤 等 

①  FMFは 危険 物一 般取扱 所 とな って おり 、火 気 使用 には 「大 洗町 危 険物 の規 制に

関 す る規 則」 に基 づき 、 事前 届出 が必 要と な る。 その ため 火気 使 用を 開始 する 1

か 月 前ま でに ②項 目の 内 容を 提示 する こと 。 

②  火 気 、可 燃性 溶剤 等を 使 用す る場 合は 、使 用 機器 ・品 名、 数量 、 使用 用途 、防

火 対 策を 要領 書へ 記載 す るこ と。 

③  火 気 と可 燃性 溶剤 の同 時 使用 は禁 止と する 。 

(7)  そ の 他 

①  受 注 者は 原子 力機 構が 原 子力 の研 究・ 開発 を 行う 機関 であ るた め 、高 い技 術力

及 び 高い 信頼 性を 社会 的 にも とめ られ てい る こと を認 識し 、原 子 力機 構の 規程

等 を 遵守 し安 全性 に配 慮 し業 務を 遂行 しう る 能力 を有 する 者を 従 事さ せる こ

と 。 

②  受 注 者は 業務 を実 施す る こと によ り取 得し た 当該 業務 及び 作業 に 関す る各 デー

タ 、 技術 情報 、成 果そ の 他の すべ ての 資料 及 び情 報を 原子 力機 構 の施 設外 に持

ち 出 して 発表 もし くは 公 開し 、ま たは 特定 の 第三 者に 対価 をう け 、も しく は無

償 で 提供 する こと はで き ない 。た だし 、あ ら かじ め書 面に より 原 子力 機構 の承

認 を 受け た場 合は この 限 りで はな い。 

③  受 注 者は 異常 事態 等が 発 生し た場 合、 原子 力 機構 の指 示に 従い 行 動す るも のと

す る 。 

④  受 注 者は 原子 力機 構と 密 接な 連絡 を保 ち、 慎 重か つ迅 速に 作業 に あた るこ と。 

⑤  保 安 規定 のう ち、 作業 遂 行上 必要 な箇 所を 遵 守す ると とも に、 原 子力 機構 の指

導 の もと 、作 業を 行う こ と。 

⑥  写 真 を撮 影し 、作 業報 告 書に 添付 する こと 。 

(i) 点 検 項目 毎の 作業 状況  

(ii)  原 子 力機 構が 指示 した も の 

(ii i)  不 具 合が 生じ た場 合の 状 況 

(iv)  部 品 交換 前後 の対 象部 位 及び 部品 の比 較 

⑦  施 設 内の 作業 に関 係な い 設備 、機 器等 にむ や みに 触手 しな いこ と 。 

⑧  自 主 検査 項目 につ いて は 、他 項目 との 区別 を 明確 にし 、報 告書 を 作成 する こ

と 。 

⑨  点 検 結果 に対 し、 予防 保 全の 観点 から の総 合 的な 検討 ・評 価を 行 い、 その 内容

を 記 載す るこ と。 また 、 次回 推奨 する 点検 項 目（ 交換 部品 含む ） を記 載す るこ

と 。 

⑩  以 下 に示 す大 型特 殊工 具 等を 「常 陽」 周辺 防 護区 域及 び FMF防 護 区域 に持 ち込

む 場 合は 、あ らか じめ 申 請を 行う こと 。 

［ 大 型特 殊工 具］ 

(i) 大 型 バー ル（ 長さ が 750㎜ を超 える もの ） 

(ii)  ボ ル トカ ッタ （電 動、 油 圧） 、せ ん断 装置 、 ディ スク グラ イン ダ （ベ ビ

ー サ ンダ ）、 セー バソ ー 、バ ンド ソー 等 

(ii i)  コ ア ドリ ル（ 直径 100mm以 上 のも の） 
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( iv)  ホ ー ルソ ーと セッ トで 持 ち込 む電 動ド リル 、 充電 式ド リル （キ リ との セ

ッ ト の場 合及 び充 電式 ド ライ バは 除く ） 

(v)  溶 断 装置 （ガ ス、 電気 、 プラ ズマ ） 

(vi)  液 体 燃料 （危 険物 第 4類 に 属し 、数 量が 指定 数 量の 1/20を 超える も のに

限 る （自 走の ため の車 両 の燃 料タ ンク 内の も のは 除く ）） 

(vii)  爆 発 物（ 火薬 類、 危険 物 第 5類 に属 する もの 、 可燃 性ガ ス（ 充填 量 が

7m3以 上 のボ ンベ ））  

(vii i)  建 設 機械 等（ クレ ーン 車 、ブ ルド ーザ 、ホ イ ール ロー ダ、 油圧 シ ョベ

ル （ ユン ボを 含む ）、 エ アー ハン マ、 ハン マ ード リル 等） 

⑪  高 圧 ガス の対 象設 備は 、 蒸発 器出 口第 1止弁 ま でと する 。 

⑫  報 告 書は 、最 新の 県指 定 様式 とす るこ と。  

⑬  本 点 検は 、保 安監 督者 立 会い のも とで 実施 す るこ と。 

 

14 グ リ ーン 購入 法の 推進  

(1)  本 契 約に おい て、 グリ ー ン購 入法 （国 等に よ る環 境物 品等 の調 達 の推 進等 に関 す

る 法 律） に適 用す る環 境 物品 （事 務用 品、 OA機器 ）が 発生 する 場 合は 、こ れを

採 用 する もの とす る。  

(2)  本 仕 様に 定め る提 出書 類 （納 入印 刷物 ）に つ いて は、 グリ ーン 購 入法 の基 本方 針

に 定 める 「紙 類」 の基 準 を満 たし たも ので あ るこ と。 

 

以 上 


